
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０３２．混載貨物情報登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務コード 内   容 

ＮＶＣ０１ 
混載貨物情報登録 

（登録、訂正、削除） 

ＮＶＣ０２ 
混載貨物情報登録 

（関連付け） 



１．業務概要 
（１）混載貨物情報の登録、訂正、削除の場合（ＮＶＣ０１業務） 

混載仕分けの子となるＢ／Ｌ（以下、「混載子Ｂ／Ｌ」という。）情報の登録または、搬入確認前の混

載子Ｂ／Ｌ情報の訂正、削除を行う。 

混載仕分けの親となるＢ／Ｌ（以下、「混載親Ｂ／Ｌ」という。）情報が「積荷目録情報登録（ＭＦＲ）」

業務等により登録されていない場合であっても、混載子Ｂ／Ｌ情報を混載親Ｂ／Ｌ情報に先行して本業

務で登録し、同時に混載親Ｂ／Ｌ番号を入力することにより混載親Ｂ／Ｌ情報と混載子Ｂ／Ｌ情報との

関連付け処理を行うことができる。 

また、本業務により混載子Ｂ／Ｌ情報の登録だけを行うこともできるが、混載子Ｂ／Ｌの搬入確認を

行う場合は、混載親Ｂ／Ｌ情報と混載子Ｂ／Ｌ情報との関連付けがされている必要がある。 

本業務は、混載仕分けを行う保税地域等において、混載親Ｂ／Ｌについての混載仕分確認（「搬入確認

登録（保税運送貨物）（ＢＩＡ）」業務または「混載貨物確認登録（ＣＴＳ）」業務による）が行われる

までの間、随時行うことができる。 

また、混載親Ｂ／Ｌ情報の搬入確認登録前に限り、仮陸揚貨物に係る登録を可能とし、混載親Ｂ／Ｌ

情報と混載子Ｂ／Ｌ情報の関連付けが行われた際に仮陸揚届に係る情報を税関に提出する。 

なお、登録された混載子Ｂ／Ｌ情報が混載親Ｂ／Ｌ情報と関連付けされない場合は、当該混載子Ｂ／

Ｌ情報は一定期間経過後システムから削除される。 

（２）混載親Ｂ／Ｌ情報と混載子Ｂ／Ｌ情報の関連付けのみを行う場合（ＮＶＣ０２業務） 

混載親Ｂ／Ｌ情報と混載子Ｂ／Ｌ情報の関連付けを行う。 

また、本業務で、混載親Ｂ／Ｌ情報と混載子Ｂ／Ｌ情報の関連付けを取り消すこともできる。 

ＮＶＣ０１業務にて登録された仮陸揚貨物に係る混載子Ｂ／Ｌ情報を登録した場合で、本業務におい

て、混載親Ｂ／Ｌ情報と混載子Ｂ／Ｌ情報の関連付けが行われた際に、仮陸揚届に係る情報を税関に提

出する。 

本業務は、混載仕分けを行う保税地域等において、混載親Ｂ／Ｌについての混載仕分確認（ＢＩＡ業

務または、ＣＴＳ業務による）が行われるまでの間、随時行うことができる。 

なお、混載親Ｂ／Ｌ情報との関連付けを取り消された混載子Ｂ／Ｌ情報が、再度、他のＢ／Ｌ情報と

関連付けされない場合は、一定期間経過後システムから削除される。 

 
２．入力者 

保税蔵置場、通関業、海貨業、ＮＶＯＣＣ 

 
３．制限事項 

①１業務で入力可能な混載子Ｂ／Ｌ番号は最大２０件とする。 

②１混載親Ｂ／Ｌ番号に対して関連付け可能な混載子Ｂ／Ｌ番号は最大９９件とする。 

 
４．入力条件 
（１）入力者チェック 

①システムに登録されている利用者であること。 

②訂正、削除、関連付けまたは関連付けの取消しの場合は、当該混載子Ｂ／Ｌ情報を登録した利用者で

あること。 

（２）入力項目チェック 

（Ａ）単項目チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 
（Ｂ）項目間関連チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 
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（３）貨物情報ＤＢチェック 

（Ａ）ＮＶＣ０１業務による「新規登録」の場合 

（ａ）混載親Ｂ／Ｌ番号が入力され、当該Ｂ／Ｌ番号が存在する場合の混載親Ｂ／Ｌのチェック 

①輸入貨物であること。 

②仮陸揚貨物でないこと。 

③本船・ふ中扱い承認申請がされていないこと。 

④「貨物情報登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務または「貨物情報仕分け（ＣＨＪ）」業務によ

り仕分親となっていないこと。 

⑤「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨＵ）」業務により仕合親となっていないこと。 

⑥既に本業務により混載親Ｂ／Ｌとなっている場合は、貨物情報ＤＢに登録されている混載仕分け

を行う保税地域等と、入力された混載仕分けを行う保税地域等が同一であること。 

⑦搬入確認前の混載子Ｂ／Ｌでないこと。 

（搬入確認前の混載子Ｂ／Ｌについては、当該混載子Ｂ／Ｌを親とする混載貨物情報の登録はでき

ない。） 

⑧ＢＩＡ業務またはＣＴＳ業務で混載親Ｂ／Ｌの混載仕分確認済となっていないこと。 

⑨以下の税関手続がされていないこと。 

・輸入申告等の輸入通関手続 

・混載仕分けを行う保税地域等に搬入確認済の場合は、当該混載仕分場所を発送地とする保税運

送申告手続 

・「許可・承認等情報登録（監視）（ＰＡＫ０３）」業務による「別送品輸入許可」の登録 

・「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務による以下の登録 

「亡失届受理」 

「滅却承認」 

「税関内収容」 

「現場収容」 

「その他の搬出承認」 

・「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務による以下の登録 

「輸入許可」 

「輸入（引取）承認」 

「蔵入承認」 

「移入承認」 

「総保入承認」 

「展示等承認」 

「輸入許可前貨物引取承認」 

⑩貨物手作業移行登録がされていないこと。 

（ｂ）混載子Ｂ／Ｌのチェック 

入力されたＢ／Ｌ番号に係る貨物情報ＤＢが存在する場合は、以下のチェックを行う。 

①既に本業務がされていないこと。 

②予備申告で作成した貨物情報ＤＢであること。 

③ＭＦＲ業務またはシステム外搬入確認された貨物でないこと。 

④到着即時輸入申告扱いの予備申告の登録がされている場合または貨物到着前輸入申告扱いの予

備申告の登録がされている場合は、本申告起動前であること。 

（ｃ）混載子Ｂ／Ｌに対して仮陸揚の旨が登録されている場合の混載親Ｂ／Ｌのチェック 

①入力されたＢ／Ｌ番号に係る貨物情報ＤＢが存在すること。 

②混載仕分けを行う保税蔵置場に搬入確認登録、または「システム外保税運送到着確認（ＳＡＴ）」
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業務がされていないこと。 

（Ｂ）ＮＶＣ０１業務による「訂正」の場合 

（ａ）既に混載親Ｂ／Ｌとの関連付けがされている場合の混載親Ｂ／Ｌのチェック 

①当該Ｂ／Ｌに係る貨物情報ＤＢが存在すること。 

②混載仕分けの親であること。 

（ｂ）混載子Ｂ／Ｌのチェック 

①当該Ｂ／Ｌに係る貨物情報ＤＢが存在すること。 

②混載子Ｂ／Ｌであること。 

③関連付けされている混載親Ｂ／Ｌ番号と、入力された混載親Ｂ／Ｌ番号が同一であること。 

④混載仕分けを行う保税地域等で搬入確認済（保税地域等に蔵置中に混載仕分けを行う場合は、混

載仕分確認済）でないこと。 

⑤輸入許可済貨物でないこと。 

（ｃ）混載仕分けを行う保税地域等の訂正を行う場合の混載親Ｂ／Ｌのチェック 

①当該Ｂ／Ｌに係る貨物情報ＤＢが存在すること。 

②混載仕分けの親であること。 

③関連付けされている混載子Ｂ／Ｌに対して訂正前の混載仕分けを行う保税地域等において搬入

確認済（保税地域等に蔵置中に混載仕分けを行う場合は、混載仕分確認済）でないこと。なお、

混載仕分け場所がシステム参加保税地域等＊１以外の場合は、ＳＡＴ業務または輸入申告等の税関

手続がされていないこと。 

④訂正後の混載仕分けを行う保税地域等が現在貨物が蔵置されている保税地域等の場合は、当該保

税地域等を発送地とする保税運送申告手続がされていないこと。 

⑤混載子Ｂ／Ｌに輸入許可済貨物がないこと。 

（＊１）システム参加保税地域等とは、システム参加保税地域と「他所蔵置許可申請（ＴＹＣ）」

業務または「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務で登録された他所蔵置場所を

いう。なお、システム参加保税地域とは、システムに参加している保税地域をいう。 
（ｄ）混載子Ｂ／Ｌに対して仮陸揚の旨が登録されている場合の混載親Ｂ／Ｌのチェック 

①入力されたＢ／Ｌ番号に係る貨物情報ＤＢが存在すること。 

②混載仕分けを行う保税蔵置場に搬入確認登録、またはＳＡＴ業務がされていないこと。 

（Ｃ）ＮＶＣ０１業務による「削除」の場合 

混載子Ｂ／Ｌのチェック 
①当該Ｂ／Ｌに係る貨物情報ＤＢが存在すること。 

②混載子Ｂ／Ｌであること。 

③関連付けされている混載親Ｂ／Ｌ番号と、入力された混載親Ｂ／Ｌ番号が同一であること。 

④混載仕分けを行う保税地域等で搬入確認済（保税地域等に蔵置中に混載仕分けを行う場合は、混載

仕分確認済）でないこと。なお、混載仕分け場所がシステム参加保税地域等以外の場合は、ＳＡＴ

業務または輸入申告等の税関手続がされていないこと。 

⑤搬入時申告を行う旨が登録されていないこと。 

⑥輸入許可済貨物でないこと。 

（Ｄ）ＮＶＣ０２業務による「関連付け」の場合 

（ａ）混載親Ｂ／Ｌのチェック 

前記４－（３）－（Ａ）－（ａ）に同じ。 

（ｂ）混載子Ｂ／Ｌのチェック 

①当該Ｂ／Ｌに係る貨物情報ＤＢが存在すること。 

②混載子Ｂ／Ｌであること。 

③他の混載親Ｂ／Ｌとの関連付けがされていないこと。 
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（ｃ）混載子Ｂ／Ｌに対して仮陸揚の旨が登録されている場合の混載親Ｂ／Ｌのチェック 

①入力されたＢ／Ｌ番号に係る貨物情報ＤＢが存在すること。 

②混載仕分けを行う保税蔵置場に搬入確認登録、またはＳＡＴ業務がされていないこと。 

（Ｅ）ＮＶＣ０２業務による「関連付けの取消し」の場合 

（ａ）混載親Ｂ／Ｌのチェック 

前記４－（３）－（Ｂ）－（ａ）に同じ。 

（ｂ）混載子Ｂ／Ｌのチェック 

前記４－（３）－（Ｂ）－（ｂ）に同じ。 

 
５．処理内容 
（１）入力チェック処理 

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合に処理結果コード「０００００－００００－

００００」を設定の上、以降の処理を行う。 

合致しなかった場合はエラーとし、「０００００－００００－００００」以外の処理結果コードを設定

の上、処理結果通知出力処理を行う｡（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。） 

（２）貨物情報ＤＢ処理 

（Ａ）ＮＶＣ０１業務による「新規登録」の場合 

（ａ）混載子Ｂ／Ｌ処理 

①入力された混載子Ｂ／Ｌ番号に対する貨物情報ＤＢが存在しない場合は、貨物情報ＤＢを作成す

る。 

②登録内容を貨物情報ＤＢに登録する。 

③混載親Ｂ／Ｌ番号が入力された場合は、混載親Ｂ／Ｌと混載子Ｂ／Ｌを関連付けた旨を登録する。 

④混載仕分け場所がシステム参加保税地域以外で、混載親Ｂ／Ｌに対してＳＡＴ業務がされている

貨物の場合は、混載仕分けした旨を登録する。 

（ｂ）混載親Ｂ／Ｌ処理 

混載親Ｂ／Ｌ番号が入力された場合に以下の処理を行う。 

①混載親Ｂ／Ｌが存在する場合は、混載親Ｂ／Ｌと混載子Ｂ／Ｌを関連付けた旨を登録する。 

②混載親Ｂ／Ｌが存在しない場合は、混載親Ｂ／Ｌに係る貨物情報ＤＢを作成し、混載親Ｂ／Ｌと

混載子Ｂ／Ｌを関連付けた旨を登録する。 

③混載仕分け場所がシステム参加保税地域以外で、混載親Ｂ／Ｌに対してＳＡＴ業務がされている

貨物の場合は、削除表示を設定する。 

（Ｂ）ＮＶＣ０１業務による「訂正」の場合 

（ａ）混載子Ｂ／Ｌ処理 

混載子Ｂ／Ｌ番号が入力された場合は、入力内容に基づき貨物情報ＤＢを更新する。 

（ｂ）混載親Ｂ／Ｌ処理 

混載仕分けを行う保税地域等の訂正の場合は、入力内容に基づき貨物情報を更新する。 

（Ｃ）ＮＶＣ０１業務による「削除」の場合 

（ａ）混載子Ｂ／Ｌ処理 

入力された混載子Ｂ／Ｌ番号に予備申告された旨が登録されている場合は、本業務で登録した内

容を取り消す。予備申告がされていない場合は、貨物情報ＤＢを削除する。 

（ｂ）混載親Ｂ／Ｌ処理 

混載親Ｂ／Ｌ番号が入力された場合で、混載子Ｂ／Ｌを削除することにより混載親Ｂ／Ｌに関連

付けられている混載子Ｂ／Ｌ登録件数が０となる場合は、当該混載親Ｂ／Ｌが混載仕分けの親であ

る旨の情報を取り消す。 

なお、当該混載親Ｂ／Ｌが、本業務により登録された場合で、ＭＦＲ業務等により当該混載親Ｂ
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／Ｌが更新されていない場合は、当該混載親Ｂ／Ｌ番号に係る貨物情報ＤＢを削除する。 

（Ｄ）ＮＶＣ０２業務による「関連付け」の場合 

（ａ）混載子Ｂ／Ｌ処理 

入力された混載親Ｂ／Ｌと関連付けた旨を貨物情報ＤＢに登録する。 

（ｂ）混載親Ｂ／Ｌ処理 

①混載親Ｂ／Ｌが存在する場合は、混載親Ｂ／Ｌと混載子Ｂ／Ｌを関連付けた旨を登録する。 

②混載親Ｂ／Ｌが存在しない場合は、混載親Ｂ／Ｌに係る貨物情報ＤＢを作成し、混載親Ｂ／Ｌと

混載子Ｂ／Ｌを関連付けた旨を登録する。 

（Ｅ）ＮＶＣ０２業務による「関連付けの取消し」の場合 

（ａ）混載子Ｂ／Ｌ処理 

①入力された混載子Ｂ／Ｌ番号に予備申告または搬入時申告された旨が登録されている場合は、入

力された混載親Ｂ／Ｌと関連付けた旨のみを取り消す。 

②入力された混載子Ｂ／Ｌ番号に予備申告かつ搬入時申告された旨が登録されていない場合は、入

力された混載親Ｂ／Ｌと関連付けた旨を取り消し、削除表示を設定する。 

（ｂ）混載親Ｂ／Ｌ処理 

関連付けを取り消したことにより混載親Ｂ／Ｌに関連付けられている混載子Ｂ／Ｌ登録件数が０

となる場合は、当該混載親Ｂ／Ｌが混載仕分けの親である旨を取り消す。 

なお、当該混載親Ｂ／Ｌが、本業務により登録された場合で、ＭＦＲ業務等により当該混載親Ｂ

／Ｌが更新されていない場合は、当該混載親Ｂ／Ｌ番号に係る貨物情報ＤＢを削除する。 

（Ｆ）仮陸揚届出番号払い出し処理 

混載子Ｂ／Ｌに係る仮陸揚貨物の旨が入力された場合は、仮陸揚届出番号をシステムで払い出す。 
（Ｇ）仮陸揚届出先税関官署決定処理 

混載子Ｂ／Ｌに係る仮陸揚貨物の旨が登録され、提出先官署が入力された場合は、当該税関官署を

仮陸揚届出先税関官署とする。提出先官署が入力されない場合は、入力された混載親Ｂ／Ｌに対する

積荷目録提出港を管轄する税関官署を仮陸揚届出先税関官署とする。 
（３）混載子輸入Ｂ／Ｌの貨物到着前輸入申告扱いの本申告自動起動処理 

混載親Ｂ／Ｌに対して「積荷目録提出（ＤＭＦ）」業務が既に行われており、関連付けされた混載子

輸入Ｂ／Ｌが貨物到着前輸入申告扱いの予備申告がされている場合は、本申告処理を自動起動する。 
（３４）出力情報出力処理 

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。 

（４５）注意喚起メッセージ出力処理 

内部処理を実施している旨を注意喚起メッセージとして処理結果通知に出力する。 
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６．出力情報 
情報名 出力条件 出力先 
処理結果通知 なし 入力者 

入力者 ＮＶＣ０１業務（新規登録）またはＮＶＣ０２業務

（関連付け）の場合 
混載仕分けを行う保税地

域＊２

混載貨物登録情報 

ＮＶＣ０１業務（訂正）の場合で、混載仕分け場所

が変更された場合 
変更後の保税地域＊２

入力者 混載貨物訂正情報 ＮＶＣ０１業務（訂正）の場合 

混載仕分けを行う保税地

域＊２

入力者 ＮＶＣ０１業務（削除）またはＮＶＣ０２業務（関

連付けの取消し）の場合 
混載仕分けを行う保税地

域＊２

混載貨物取消情報 

ＮＶＣ０１業務（訂正）の場合で、混載仕分け場所

が変更された場合 
変更前の保税地域＊２

入力者 

積荷目録提出港の管轄税

関 
（監視担当部門） 

仮陸揚届提出情報 以下の条件をすべて満たすとき、出力する 
（１）ＮＶＣ０１業務の新規登録またはＮＶＣ０２

業務の関連付けである 

（２）仮陸揚の混載子Ｂ／Ｌを入力した 

混載仕分けを行う保税地

域の管轄税関 
（監視担当部門） 
入力者 

積荷目録提出港の管轄税

関 
（監視担当部門） 

仮陸揚届取消情報 以下の条件をすべて満たすとき、出力する 
（１）ＮＶＣ０１業務の削除またはＮＶＣ０２業務

の関連付けの取消しである 

（２）仮陸揚の混載子Ｂ／Ｌを入力した 

混載仕分けを行う保税地

域の管轄税関 
（監視担当部門） 

（＊２）システム参加保税地域のみ出力する。 
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７．特記事項 
（１）「混載仕分けの親Ｂ／Ｌ」、「混載仕分けの子Ｂ／Ｌ」について 

（Ａ）ＮＶＣ０１業務またはＮＶＣ０２業務後、ＢＩＡ業務またはＣＴＳ業務前 

①貨物の状態 

混載子Ｂ／Ｌ 

 
 
 

混載子Ｂ／Ｌ 

混載親Ｂ／Ｌ 

 
 

②情報の状態 

 
 
 
 
 

（有効な貨物情報） 

混載子Ｂ／Ｌの貨物情報 

混載子Ｂ／Ｌの貨物情報 

混載親Ｂ／Ｌの貨物情報 

 
 

（Ｂ）ＢＩＡ業務またはＣＴＳ業務後 

①貨物の状態 

混載子Ｂ／Ｌ 

 
 
 

混載子Ｂ／Ｌ 

混載親Ｂ／Ｌ 

 
②情報の状態 

 
 

 

（有効な貨物情報） 

情

報

引

継

ぎ

混載子Ｂ／Ｌの貨物情報 

混載子Ｂ／Ｌの貨物情報 

混載親Ｂ／Ｌの貨物情報  
 
 
 
 

（有効な貨物情報） 
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（２）ＢＩＡ業務またはＣＴＳ業務時に、混載親Ｂ／Ｌ情報から混載子Ｂ／Ｌ情報へ下記の貨物情報を引き継ぐ。 
①船舶コード 

②積載船名 

③航海番号 

④船会社コード 

⑤船卸港コード 

⑥船卸港枝番 

⑦入港年月日 

⑧コンテナオペレーション会社コード 

⑨船積港コード 

4032-01-8 

＜2010.02 修正＞ 


